
令 和 ８ 年
４月17日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
公
告

美
術
館
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
文
化
振
興
課
）

一
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山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
文
化
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

秋
吉
台
国
際
芸
術
村
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
文
化
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル
な
が
と
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
文
化
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
麻
郷
奥
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
二

公

告

（
一
三
〇
）
美
術
館
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
立
美
術
館
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
術
館
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
美
術
館
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山

口

県

立

美

術

館

山

口

市

山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館

萩

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

サ
ン
ト
リ
ー
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

代
表
者

サ
ン
ト
リ
ー
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
四
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
美
術
品
等
の
展
示
に
附
帯
す
る
も
の
に

限
る
。
）
。

㈡

条
例
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
美
術
品
等
の
展
示
に
関
連
す
る
も
の
及

び
研
究
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

㈢

条
例
第
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
生
涯
学
習
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
に
限

る
。
）
。

㈣

条
例
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
。

㈤

条
例
第
八
条
の
許
可
（
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る

こ
と
。

㈥

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
美
術
品
等
の
観
覧
を
拒
み
、
又
は
条
例
第
八
条
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
。

㈦

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
一
三
一
）
山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
条
例
（
平
成
八
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

サ
ン
ト
リ
ー
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

代
表
者

サ
ン
ト
リ
ー
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
四
号

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。
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㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉

館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈤

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
一
三
二
）
秋
吉
台
国
際
芸
術
村
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
芸
術
村
条
例
（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
二
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
吉
台
国
際
芸
術
村
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
山
口
き
ら
め
き
財
団

山
口
市
桜
畠
三
丁
目
二
番
一
号

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉

館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈤

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
一
三
三
）
山
口
県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル
な
が
と
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル
条
例
（
平
成
十
一
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル
な
が
と
に
係
る
指
定
管
理
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
長
門
市
文
化
振
興
財
団

長
門
市
仙
崎
一
〇
八
一
八
番
地
一

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉

館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈤

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
一
三
四
）
国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
麻
郷
奥
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
南
周
防
地
区
麻
郷
奥
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
麻
郷
奥
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

二
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令
和
八
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

二
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三
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令
和
八
年
四
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
四
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


